
 

株式会社外為どっとコム 外国為替保証金取引説明書（外貨ネクストネオ） 新旧対照表    

 

＜平成 25年 8月 10日改訂＞  

 

                                                                  （下線部は変更箇所） 

新（変更後） 旧（変更前） 

外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ) 

 

Ⅰ．外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について 

１～7. (略) 

 

8．お客様と当社との取引は相対取引であり、お客様の注文に対しては当社が相手方となって注

文を成立させます。また、当社は、外国為替保証金取引のリスクをヘッジする目的で以下の金

融機関等を相手方としてカバー取引を行っております。  

 

■株式会社みずほ銀行、銀行業 

 

Ⅲ．取引説明ガイド 

１～19. (略) 

 

20.スワップポイント 

スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行

うことにより発生します。当社ではスワップポイントは日々評価損益に反映されます。スワッ

プポイントの付与・支払いは、ポジションを反対売買した際、もしくはスワップ振替機能をご

利用されたときに行います。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば、金利差の調整分を

受け取ることができます。逆に低金利の通貨を買い、高金利の通貨を売れば、金利差の調整分

を支払うこととなります。 

（以下略) 

 

当社の概要について 

当社の概要は、次のとおりです。 

金融商品取引業者の名称 株式会社 外為どっとコム 

設立 平成 14年４月１日 

登録番号 関東財務局長（金商）第 262号 

代表取締役 竹内淳 

資本金 ７億 7,850万円(平成 24年 7月 31日) 

住所地 東京都港区東新橋二丁目８番１号 

連絡先 03-5733-3065（代表） 

0120-430-225（フリーダイヤル） 

業務内容 個人を中心とした一般投資者を対象として、

インターネットを通じた店頭による外国為

替保証金（証拠金）取引事業 

加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会加入 

当社が契約する特定第一種金融商品取引業

務に係る指定紛争解決機関 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせ

ん相談センター 

（削除） （削除） 

 

外国為替保証金取引説明書(外貨ネクストネオ) 

 

Ⅰ．外国為替保証金取引のリスクおよび委託財産の管理方法について 

１～7. (略) 

 

8．お客様と当社との取引は相対取引であり、お客様の注文に対しては当社が相手方となって注

文を成立させます。また、当社は、外国為替保証金取引のリスクをヘッジする目的で以下の金

融機関等を相手方としてカバー取引を行っております。  

 

■株式会社みずほコーポレート銀行、銀行業 

 

Ⅲ．取引説明ガイド 

１～19. (略) 

 

20.スワップポイント 

スワップポイントとは通貨ペアにかかる通貨間の金利差調整額のことで、ロールオーバーを行

うことにより発生します。当社ではスワップポイントは日々評価損益に反映されます。スワッ

プポイントの付与・支払いは、ポジションを反対売買した際に行います。高金利の通貨を買い、

低金利の通貨を売れば、金利差の調整分を受け取ることができます。逆に低金利の通貨を買い、

高金利の通貨を売れば、金利差の調整分を支払うこととなります。 

（以下略) 

 

 

当社の概要について 

当社の概要は、次のとおりです 

金融商品取引業者の名称 株式会社 外為どっとコム 

設立 平成 14年４月１日 

登録番号 関東財務局長（金商）第 262号 

代表取締役 竹内淳 

資本金 ７億 7,850万円(平成 24年 7月 31日) 

住所地 東京都港区東新橋二丁目８番１号 

連絡先 03-5733-3065（代表） 

0120-430-225（フリーダイヤル） 

業務内容 個人を中心とした一般投資者を対象として、

インターネットを通じた店頭及び取引所に

よる外国為替保証金（証拠金）取引事業 

加入協会 一般社団法人金融先物取引業協会加入 

当社が契約する特定第一種金融商品取引業

務に係る指定紛争解決機関 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせ

ん相談センター 

特定第一種金融商品取引業務以外の苦情処

理措置及び紛争解決措置 

第二種金融商品取引業に係る認定投資者保

護団体である特定非営利活動法人「証券・金



 

 

 

 

 

以下省略 

以上 

融商品あっせん相談センター」が実施する苦

情処理手続及び紛争解決手続を利用する措

置 

 

以下省略 

以上 

 


